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12.1  経過観察の方向性 

12.2  経過観察の方法 
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第12章 経過観察 

 

12.1 経過観察の方向性 

史跡の保存活用計画を策定した後は、保存・管理、活用、整備、運営・体制の整備の各々

に関する各種の政策の実現状況を把握するため、定期的に経過観察（モニタリング）を実

施し、自己点検、課題に対する内部検証により、必要に応じて改善を図りながら、効果的

に施策を推進する。 

 

 

 

12.2 経過観察の方法 

史跡の保存と活用が保護の両輪であることの重要性が方針づけられた「史跡等・重要文

化的景観マネジメント支援事業報告書」（文化庁文化財部記念物課、平成２７年）において

示された自己点検表を参考として、定期的な経過観察（モニタリング）を行う。 
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表 自己点検表例１/2 

出典：「史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書」（文化庁文化財部記念物課平成 27 年）p.68 より 
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表 自己点検表例 2/2 

出典：「史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書」（文化庁文化財部記念物課平成 27 年）p.69 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


